
１　総括

 (1) 人件費の状況（地方財政状況調査より）

（2）職員給与費の状況（地方公務員給与実態調査より）

　　また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含みません。

※給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれていますが、会計年度任用職員の給与費は含まれていません。

（3）ラスパイレス指数の状況

※ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数

　の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

※（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した

地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

(4) 給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給（期末・勤勉手当）

　　　　　　　

5年度
円

※ 「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

5年度
月 月 月 月 月 月

4.64 4.55 0.09 0.10 4.65 4.50

A-B （改定率）

A

％

383,184 379,462 3,722 0.98 0.98 1.10

※ 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額です。

区分

人事委員会の勧告

年間支給月数

（参考）

民間の支給割合 公務員の支給月数 較差 勧　告 国の年間支給月数

B A-B （改定月数）

3,725,088 4,454,356 17,582,386 6,590 6,538

　　　　　千円 千円 千円 千円

国の改定率

新宿区の給与・定員管理等について

区分
住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費 人 件 費 率 （参考）

（5年1月1日現在） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 3年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

346,279 172,138,976 4,341,781 27,241,305 15.8 16.6

2,668 9,402,942

B

4年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

※職員手当には退職手当を含みません。

※職員数については、「地方公務員給与実態調査」による令和4年4月1日現在の普通会計に属する職員の人数です。

区分

人事委員会の勧告

給　与　改　定　率

（参考）

民間給与 公務員給与 較差 勧　告

円 円 ％ ％

※決算額は「地方財政状況調査」の分析によるものです。

※人件費には特別職に支給される給料・報酬などを含みます。

※令和5年1月1日現在の区の住民基本台帳人口は、346,279人（うち外国人は40,279人）です。

区分
職員数 給 与 費 (参考）一人当たり

給与費 B/A
（参考）特別区平均一人当たり

給与費　　　　　　Ａ 給料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

4年度
人 千円 千円

A

R2.4.1
98.3

(99.7)
R2.4.1
99.1 

R2.4.1
98.9 

R3.4.1
98.3

(98.3)
R3.4.1
98.9 

R3.4.1
98.8 

R4.4.1
98.4

(98.4)

R4.4.1
98.8

R4.4.1
98.7

R5.4.1
98.3

(98.3)
R5.4.1
98.6 

R5.4.1
98.6 

90

95

100

105

110

新宿区 特別区平均 全国市平均
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(5) 給与制度の総合的な見直しの実施状況について

【概要】

①給料表の見直し

地域手当の引上げに伴う給料表の見直し

【給料表の改定実施時期】　

平成２７年４月１日

【実施内容】

・一般行政職の給料表について、地域手当の支給割合を２％引上げ２０％にしたことに伴い、給料月額を同率程度引下げました。

・Ⅰ類初任給までの号給等については引下げを行わないとともに、Ⅰ類初任給付近の号給等は引下げを緩和しました。

行政系人事制度の改正に伴う給料表の見直し

②地域手当の見直し

【給料表の改定実施時期】　

平成２７年４月１日

【実施内容】
支給割合：国の基準２０％に対し、新宿区においても２０％支給します。

20% 20%

新宿区の支給割合 20% 20%

③その他の見直し

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当については、国との均衡を図り、見直しを実施しました。（平成２７年４月１日実施）

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職　

歳

歳

歳

歳

　　　　②技能労務職　


歳


歳 
歳


歳 
歳


歳 
歳


歳 
歳


歳 
歳


歳


歳


歳


歳

令和
３年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
２年度

令和
４年度

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

-

特別区平均 53.8 238人 288,690円 385,783円 354,482円 - - - -

国 51.2 1,941人 286,942円 - 329,178円 - - -

-

東京都 54.0 157人 309,751円 363,470円 340,288円 - - - -

うち　その他技能労務職 53.2 46人 284,898円 367,608円 349,848円 - - -

1.50

うち　自動車運転手 52.0 6人 303,267円 443,033円 370,633円 乗用自動車運転者 58.5 251,000円 1.77

うち　用務員 57.9 35人 287,591円 363,527円 349,325円
他に分類されない運搬・清掃・包装等
従事者

49.1 241,700円

0.00

うち　守衛 49.2 4人 290,600円 448,500円 358,900円 警備員 51.0 255,600円 1.75

うち　学校給食員 0人 0円 0円 0円 飲食物調理従業者 44.7 254,300円

- - - -

うち　清掃職員 51.1 147人 290,993円 410,766円 360,242円

新宿区 52.5 238人 289,617円 396,881円 356,887円

廃棄物処理業従業員 47.3 310,800円 1.32

対応する民間の類似職種
平均
年齢

平均
給与月額 Ａ／Ｂ

（A） （国ベース） （B）

区分

公務員 民間 参考

平均
年齢

職員数
平均

給料月額

平均
給与月額

平均
給与月額

国 42.4 322,487円 － 404,015円 

特別区平均 40.2 297,057円 420,681円 373,138円 

国基準による支給割合

平成26年度

新宿区 40.6 298,716円 431,234円 375,417円 

東京都 42.5 319,151円 407,064円 360,813円 

20%

18%

４月１日
時点

遡及
改定後

平成27年度の支給割合

18.50%

20%

平成
28年度

国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

令和
５年度

18%

18%
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※ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（令和2年～令和4年の3ヵ年平均）。

※ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※ 年収ベース（試算値）の「公務員（C）]及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度

    に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

③教育職


歳 円 円


歳 円 円


歳 円 円

（注）１　 「平均給料月額」とは、5年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

２　 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当

 　の額を合計したもので、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　また、　「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で

　　算出しています。

(2) 職員の初任給の状況（５年４月１日現在）

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（５年４月１日現在）

※ 経験年数には、採用前の職歴などを加算する場合があります。

　　幼稚園教育職 319,436円 388,544円 410,800円 417,700円 

　　技能労務職 220,033円 306,730円 316,727円 319,991円 

370,542円 397,084円 

高　校　卒 231,637円 334,840円 347,066円 365,183円 

区　　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
大　学　卒 270,440円 353,000円 

教育職
大　学　卒 199,500円 201,900円 -----

短大卒 182,500円 ----- -----

152,200円 154,600円

技能労務職 144,300円～148,600円 149,600円 -----

東京都 国

一般行政職
大　学　卒 188,200円 187,900円 一般職 185,200円

高　校　卒 152,100円 

特別区平均 38.0 329,021 441,201

区　　　　　分 新宿区

新宿区 34.6 271,233 413,368

東京都 40.0 337,727 437,064

- -

区分
平均
年齢

平均
給料月額

平均
給与月額

うち 用務員 5,799,824円 3,253,900円 1.78

うち　自動車運転手 7,080,496円 3,278,300円 2.16

区分

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
(D)

Ｃ／Ｄ
(C)

3,351,700円 0

うち　守衛 7,014,000円 3,410,400円 2.06

新宿区 - - -

うち  清掃職員 6,566,692円 4,321,100円 1.52

うち 学校給食員

うち　その他技能労務職 -

0円
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（５年４月１日現在）

  

※平成30年４月１日より８級制から６級制に改正しています（旧給料表の１級、２級及び３級並びに、６級及び７級をそれ
ぞれ統合）。

旧５級職（統括係長） 新４級職（課長補佐）
旧６級職（課長級）

新５級職（課長級）
旧７級職（統括課長）
旧８級職（部長級） 新６級職（部長級）

旧１級職
新１級職（係員）旧２級職

旧３級職（主任主事）
新２級職（主任）

旧４級職（係長級） 新３級職（係長級）

※ 「新宿区職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分によります。

※ 標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

※ 職員数は「地方公務員給与実態調査」の分類による一般行政職の人数です。

※ 構成比は端数を調整しています。

平成29年度まで 平成30年度から

最高号給の
給料月額

512,600円 452,100円 426,300円 404,400円 355,500円 321,900円 

1号給の
給料月額

368,900円 283,900円 254,300円 228,500円 200,500円 147,500円 

構成比 0.9 % 4.8 % 5.7 % 15.4 % 38.3 % 34.9 % 100 %

職員数 14人 73人 87人 237人 589人 535人 1,535人 

標準的な
職務内容

部長 課長 課長補佐 係長・主査 主任
２～６級までの
職務に属さない

係員

区分 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計

１級, 34.9% １級, 34.4% １級, 34.9%

２級, 38.3% ２級, 38.8% ２級, 38.8%

３級, 15.4% ３級, 15.3% ３級, 15.5%

４級, 5.7% ４級, 5.6% ４級, 4.5%

５級, 4.8% ５級, 4.6% ５級, 5.0%

６級, 0.9%
６級, 1.3% ６級, 1.3% ７級, 0.0%

８級, 0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和5年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（５年４月１日現在）

区１級（係員）

区３級（係長）

区４級（課長補佐）

区５級（課長）

区６級（部長）

区２級（主任）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

国３級（係長）

国２級（上級係員）

国７級（室長）

国６級（困難課長補佐）

国８級（困難室長）

国５級（課長補佐）

国４級（困難係長）

国１級（係員）

新宿区（R５）

国家公務員（R５)

国10級（特に重要課長）

国９級（課長）
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(3) 昇給への人事評価の活用状況

４　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

（４年度支給割合） （４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分 月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

ロ　人事評価を活用していない

　活用予定時期

　　標準の成績率のみ（一律）

　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ ○

※(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

令和６年度中における運用 管理職員 一般職員

イ　人事評価を活用している ○ ○

○

　　上位、標準の成績率

　活用している成績率
支給可能な

成績率
支給実績が
ある成績率

支給可能な
成績率

支給実績が
ある成績率

　　標準、下位の成績率

管理職加算 15～20％ 管理職加算 15～25％ 管理職加算 10～25％

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

職務段階別加算  5～20％ 職務段階別加算  3～20％ 役職加算  5～20％

1.35 1.05 1.35 1.05 1.35 0.95

1,600千円 1,844千円 ―

（４年度支給割合）

2.40 2.15 2.40 2.15 2.40 2.00

１人当たり平均支給額（４年度） １人当たり平均支給額（４年度）

ロ　人事評価を実施していない

活用予定時期

　　標準の区分のみ（一律）

新　　宿　　区 東　　京　　都 国

　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○

　　標準、下位の区分

令和5年4月2日から令和6年4月1日までにおけ
る運用

管理職員 一般職員

イ　人事評価を活用している ○ ○

○

　　上位、標準の区分

活用している昇給部分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分
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(2) 退職手当（５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　

 (3) 地域手当（５年４月１日現在）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 (4) 特殊勤務手当（５年４月１日現在）

 (5) 時間外勤務手当

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（４年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給実績（４年度決算）　 958,089千円 

職員１人当たり平均支給年額（４年度決算）　 323千円 

支給実績（３年度決算）　 969,953千円 

職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）　 329千円 

一定の感染症の患者に接する業務 41千円 日額160円～660円

清掃業務従事手当 清掃事務所に勤務する職員 ごみの収集・運搬等 22,964千円 日額700円

感染症予防業務従事手当 保健所又は保健センターに勤務する職員
新型コロナウイルス感染症に係る業務 641千円 日額3,000円、4,000円

特定危険現場業務手当 建築指導課、契約管財課等に勤務する職員
①昇降機等の検査、②高所における工
事監督・検査、③特定粉じん除去作業
等における工事監督・検査

52千円 
①１台につき190円、400円
②日額290円、400円
③日額230円

福祉事務所現業手当 生活福祉課又は保護担当課に勤務する職員
生活保護法等に定める業務を行うため
の家庭訪問等

8,337千円 日額230円～460円

手当の種類（手当数） 5種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（４年度実績）
左記職員に対する支給単価

支給実績（4年度決算） 37,803千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（4年度決算）　 128千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 9.9%

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

新宿区 20.0% 2,964人 20.0%

1,634千円 21,061千円 

※退職手当の1人当たり平均支給額は、4年度に退職した全職員に係る平均額です。

支給実績(4年度決算） 2,031,738千円

支給職員１人当たり平均支給年額（4年度決算） 685千円

39.75 47.70 47.709

定年前早期退職特例措置(2～20%加算) 定年前早期退職特例措置(2～45%加算)

28.00 32.95 28.0395

39.75 47.70 39.7575

33.27075

47.709

47.709

新宿区 国

18.00 24.55 19.6695 24.586875

子ども家庭支援課に勤務する職員で児童相談所に
係る業務の研修として他の地方公共団体、社会福祉
法人に派遣されている職員

児童相談所等に係る業務 5,765千円 日額950円、1,470円児童相談所等現業手当
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（6) その他の手当（５年４月１日現在）

管理又は監督の地位にある職員に支給 【月額】

・部長職

　（医師、歯科医師である部長職）

・重要困難課長職

・課長職

（医師、歯科医師である課長職）

※（）は、再任用職員の手当額です。

大学卒業後の期間に応じ、118,000円～268,500円

扶養親族のある職員に支給

・配偶者及びその他扶養親族

扶養親族たる子

加算額当該年度末　27歳まで

加算額当該年度末　28歳から32歳まで

原則として４月と10月に６ヶ月分を一括支給。

休日又は深夜に勤務した職員に支給

・休日給　　一時間当たりの給与額×1.35×勤務時間

・夜勤手当　一時間当たりの給与額×0.25×勤務時間　

宿日直を行った職員に支給

・一般の宿日直

・年末年始の日から始まる一般の宿日直

・防災対策要員の宿日直

・年末年始の日から始まる防災対策要員の宿日直

※5時間未満の勤務の場合の手当額は半額。

管理職員が週休日又は休日に勤務した場合に支給

・部長職

 週休日等以外の日

・統括課長職、課長職

 週休日等以外の日

※6時間超の勤務の場合、手当額を5割増し。

義務教育等の教育職員に支給

職務の級及び号給に応じ、1,120円～4,150円

※義務教育の教員について人材を確保し、教育水準を維持するために設け


られています。

義務教育等
教員特別

手当

　【月額】

－ － 2,374千円 28千円 

管理職員特
別勤務手当

【１回】

異なる
支給
単価

732千円 52千円 

12,000円 

6,000円 

10,000円 

5,000円 

宿日直手当

【１回】

異なる
内容及
び支給
単　価

4,505千円 53千円 

6,600円 

8,900円 

9,000円 

11,300円 

480千円 30,000円 

休日給
夜勤手当

同じ － 76,380千円 151千円 

単身赴任
手当

勤務地を異にする異動等に伴い、転居し、やむを得ない事情により配
偶者と別居し、配偶者と同居していた住宅からでは通勤困難（距離制限
有り）である場合で、単身で生活することを常況とする職員に支給

【月額】

異なる
距離制
限と支
給単価

960千円 

通勤手当

原則として２ｋｍ以上の通勤距離がある職員が交通機関・交通用具等を利用している場合に支
給

異なる

交通用
具等の
使用距
離区分
と支給
単価

374,688千円 102千円 ・交通機関等の利用者・・・運賃相当額（原則として６ヶ月定期券相当額。１ヶ月当たり55,000円
を限度。）

・交通用具等の使用者・・・通勤距離に応じ、原則として一月当たり2,600円～13,000円

内容及
び支給
単　価

123,279千円 158千円 

8,300円

18,700円

9,300円
住居手当

世帯主及びこれに準ずる者
・月額家賃27,000円以上を負担する者

【月額】

異なる

1,875千円 
※科学技術等の専門的な知識を有する職員の採用を容易にするため、民間における賃金との
差を考慮して設けられています。

扶養手当

【月額】

異なる
支給
単価

145,136千円 184千円 

6,000円 

初任給調整
手当

医師、歯科医師 【月額】

異なる
内容及
び支給
単　価

9,000円 

※扶養親族である子の満16歳となる年度の始めから満22歳となる年度の末までは、子ひとり当
たり4,000円を加算します（配偶者のない場合の第一子を除く）。

7,502千円 

1,149千円 

127,600円 

（101,000円）

142,400円 

（73,100円）

手当名 内容及び支給単価
国の

制度との
異同

国の制度
と異なる

内容

（107,200円）

101,500円 

（73,200円）

92,300円 

（66,500円）

94,800円 

管理職手当 異なる
内容及
び支給
単　価

支給実績
（４年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（４年度）

143,650千円 
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５　特別職の報酬等の状況（５年４月１日現在）

円

円

円

月分

（１期の手当額）

※ 退職手当の「１期の手当額」は、５年４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた

   場合における退職手当の見込額です。      

議 員

退
職
手
当

（算定方式）

備　　　　考

（支給時期）

区 長 退職時給料月額×勤続期間1年につき100分の437 20,294,280円 任期毎

副 区 長 退職時給料月額×勤続期間1年につき100分の301

期
末
手
当

区 長 　　（４年度支給割合）
副 区 長
議 長 3.00
副 議 長

11,209,240円 任期毎

副 議 長 801,000円 ‐ 809,000円 ／ 756,100円 報
酬

議 長 939,000円 ‐ 956,000円 ／

議 員 613,000円 ‐ 621,000円 ／ 589,000円 

856,000円 

副 区 長 931,000円 121,030円 1,027,000円 ／ 808,300円 

区　　　分
給料月額等

給料 地域手当 （参考）特別区における給料の最高額／最低額

給
料

区 長 1,161,000円 150,930円 1,286,000円 ／ 912,000円 
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